
国
立
国
会
図
書
館
法
の
規
定
に
よ
り
行
政
各
部
門
に
置
か
れ

る
支
部
図
書
館
及
び
そ
の
職
員
に
関
す
る
法
律 

（
昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
四
日
法
律
第
百
一
号
） 

改
正 

昭
和
二
十
四
年 

五
月
二
十
四
日
法
律
第 

 

百
三
号 

同 

二
十
八
年 

二
月 

十
三
日
同 

第 
 

 

五
号 

同 

三
十
一
年 

三
月
三
十
一
日
同 

第 

四
十
七
号 

同 

三
十
二
年 

三
月
二
十
九
日
同 

第 
 

 

八
号 

同 

三
十
五
年 

六
月 

三
十
日
同 

第 

百
十
三
号 

同 

三
十
五
年 

七
月
二
十
八
日
同 

第 

百
三
十
号 

同 
三
十
七
年 

四
月 

十
六
日
同 

第 

七
十
七
号 

同 
三
十
七
年 

五
月 

十
五
日
同 

第
百
三
十
二
号 

同 

四
十
九
年 

四
月 

三
十
日
同 

第 

三
十
五
号 

同 
 

五
十
年 
四
月 

 

二
日
同 

第 

二
十
五
号 

同 

五
十
一
年 
五
月 

十
八
日
同 

第 

二
十
一
号 

同 

五
十
三
年 

七
月 

 

五
日
同 

第 

八
十
七
号 

同 

五
十
八
年
十
二
月 

 
二
日
同 

第 
 

八
十
号 

同 

五
十
九
年 

五
月
二
十
五
日
同 

第 

四
十
一
号 

同 
 

六
十
年 

四
月 

 

六
日
同 
第 

二
十
一
号 

平
成 

十
一
年 

七
月 

三
十
日
同 
第 

百
十
四
号 

同 
 

十
三
年 

三
月 

三
十
日
同 

第 
 

 

二
号 

同 
 

十
五
年 

三
月
三
十
一
日
同 

第 
 

 
三
号 

同 
 

十
五
年 

四
月 

 

九
日
同 

第 

二
十
三
号 

同 
 

十
六
年 

四
月 

十
四
日
同 

第 

二
十
九
号 

同 
 

十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
同 

第 

百
十
八
号 

同 

二
十
二
年 

四
月 

 

七
日
同 

第 

二
十
二
号 

 

第
一
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
立
国
会
図
書
館
支
部
図
書
館
（
以
下
「
支

部
図
書
館
」
と
い
う
。
）
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
行
政
機
関
に
置
か
れ
た

も
の
と
す
る
。 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
会
計
検
査
院
図
書
館 

会

計

検

査

院 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
人
事
院
図
書
館 

人

事

院 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
内
閣
法
制
局
図
書
館 

内

閣

法

制

局 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
内
閣
府
図
書
館 

内

閣

府 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
日
本
学
術
会
議
図
書
館 

内

閣

府 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
宮
内
庁
図
書
館 

宮

内

庁 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
公
正
取
引
委
員
会
図
書
館 

公
正
取
引
委
員
会 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
警
察
庁
図
書
館 

警

察

庁 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
金
融
庁
図
書
館 

金

融

庁 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
消
費
者
庁
図
書
館 

消

費

者

庁 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
総
務
省
図
書
館 

総

務

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
総
務
省
統
計
図
書
館 

総

務

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
法
務
図
書
館 

法

務

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
外
務
省
図
書
館 

外

務

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
財
務
省
図
書
館 

財

務

省 
国
立
国
会
図
書
館
支
部
文
部
科
学
省
図
書
館 

文

部

科

学

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
厚
生
労
働
省
図
書
館 

厚

生

労

働

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
農
林
水
産
省
図
書
館 

農

林

水

産

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
林
野
庁
図
書
館 

林

野

庁 



国
立
国
会
図
書
館
支
部
経
済
産
業
省
図
書
館 

経

済

産

業

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
特
許
庁
図
書
館 

特

許

庁 
国
立
国
会
図
書
館
支
部
国
土
交
通
省
図
書
館 

国

土

交

通

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
気
象
庁
図
書
館 

気

象

庁 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
海
上
保
安
庁
図
書
館 

海

上

保

安

庁 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
環
境
省
図
書
館 

環

境

省 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
防
衛
省
図
書
館 

防

衛

省 

第
二
条 

各
支
部
図
書
館
に
支
部
図
書
館
の
長
各
一
人
を
置
く
。 

２ 

支
部
図
書
館
の
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
に
従
い
、
支
部
図
書
館
の
館

務
を
掌
理
す
る
。 

第
三
条 

各
支
部
図
書
館
に
、
専
任
の
職
員
を
置
く
。 

２ 

前
項
の
職
員
は
、
当
該
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
国
立
国
会
図
書

館
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
任
免
す
る
。 

第
四
条 

第
一
条
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
職
員
の

定
数
を
、
当
該
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
支
部
図
書

館
の
状
況
に
応
じ
て
、
適
当
な
数
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
行
政
機
関
の
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
に
協
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
通
商
産
業
省
に
置

か
れ
る
支
部
図
書
館
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
適
用

す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
四
日
法
律
第
百
三
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
三
日
法
律
第
五
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
四
十
七
号
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

国
立
国
会
図
書
館
支
部
防
衛
省
図
書
館
の
長
そ
の
他
の
職
員
の
任
免
に
つ

い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
十
七
条

第
一
号
た
だ
し
書
及
び
第
十
九
条
中
「
国
家
公
務
員
法
」
と
あ
る
の
は
、「
自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
二
年
三
月
二
十
九
日
法
律
第
八
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
五
年
六
月
三
十
日
法
律
第
百
十
三
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
五
年
七
月
二
十
八
日
法
律
第
百
三
十
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 
則
（
昭
和
三
十
七
年
四
月
十
六
日
法
律
第
七
十
七
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
［
中
略
］
昭
和
三
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
七
年
五
月
十
五
日
法
律
第
百
三
十
二
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
、
各
規
定
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］ 

 
 

 
 

 

（
政
令
で
定
め
る
日
＝
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
一
日
） 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
四
十
九
年
四
月
三
十
日
法
律
第
三
十
五
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
五
十
年
四
月
二
日
法
律
第
二
十
五
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
八
日
法
律
第
二
十
一
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
五
十
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
十
七
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
二
日
法
律
第
八
十
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
総
務
庁
設
置
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
施
行
の
日
＝
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
） 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
五
十
九
年
五
月
二
十
五
日
法
律
第
四
十
一
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
六
十
年
四
月
六
日
法
律
第
二
十
一
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
一
年
七
月
三
十
日
法
律
第
百
十
四
号
）
抄 

１ 

こ
の
法
律
［
中
略
］
は
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年

法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
施
行
の
日
＝
平
成
十
三
年
一
月
六
日
） 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
法
律
第
二
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
五
年
四
月
九
日
法
律
第
二
十
三
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］ 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
六
年
四
月
十
四
日
法
律
第
二
十
九
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

第
一
条
第
二
項
、
第
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
第
一
項
（
内
閣
総
理
大
臣
に
推
薦
す
る
こ
と
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
条
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規

定 

平
成
十
七
年
四
月
一
日 

附 

則
（
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
法
律
第
百
十
八
号
）
抄 



（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］ 

 
 

 
 

 
（
政
令
で
定
め
る
日
＝
平
成
十
九
年
一
月
九
日
） 

附 

則
（
平
成
二
十
二
年
四
月
七
日
法
律
第
二
十
二
号
） 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


